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（開示事項の経過）国内不動産の取得（東急すすき野ビル）に関する 
開示事項の一部変更に関するお知らせ 

 
本投資法人は、本日、2026 年 3 月 16 日付「国内不動産の取得（戸越銀座ラウンドビル、東急すす

き野ビル）に関するお知らせ」において、東急すすき野ビル（以下、「本物件」といいます。）に関す

る、消防用設備等定期検査報告における遵法性に係る指摘事項（以下、「当該指摘事項」といいます。）

について、当初想定していた是正対応の完了時期に変更が生じ、売主である東急株式会社（以下、「東

急」といいます。）から「対応期限猶予に関する承諾依頼書」を受領し、「承諾書」（以下、「本書面」

といいます。）を提出しましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１． 本書面提出の経緯 

本投資法人は、当初のお知らせにおいて、本物件に関する当該指摘事項について、売主である東

急の責任と負担において、本物件の引渡し日である 2026 年 4 月 15 日の前日までに是正が完了する

予定である旨を公表しておりました。その後、東急側において、当該指摘事項について、是正対応

に時間を要することが判明し、本物件の引渡し前日までに是正を完了することが困難である見込み

となりました。 
 

２． 変更の内容 
上記の状況を踏まえ、本投資法人は、東急との間で、当該指摘事項に関する是正期限を猶予する

ことについて、本書面を提出し、是正期限を 2026 年 7 月 31 日に変更することについて承諾いたし

ました。なお、本書面の提出による本物件引渡しへの影響、及び本投資法人に費用負担が発生する

ものではありません。 
 

３． 今後の見通し 

本書面の提出による本投資法人の運用状況及び分配金の予想に与える影響はありません。 
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【ご参考】  
・2026 年 3 月 16 日「国内不動産の取得（戸越銀座ラウンドビル、東急すすき野ビル）に関するお知

らせ」 
 

※ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyu-reit.co.jp/ 


